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１ 計画の基本的事項 

【位置付け】 
・茅ヶ崎環境基本条例の基本理念（第３条）の実現に向けて、環境の保全及び創造に関する施策を示すと

ともに、市民、事業者、市のそれぞれが担うべき取り組みを明示するもの。
・本市の環境施策を総合的体系的に定める計画で、その中に温室効果ガス削減の目標を定めた「地球温暖

化対策実行計画（区域施策編）」を位置づけ、さらにその中に気候変動への備えを示す「地域気候変動
適応計画」を包含させることで、環境施策を総合的体系的に進める。

【後期計画期間、目標年次】 
・令和 8（2026）年度から令和 12（2030）年度までの５年間。

【中間見直しにあたっての前提条件】 
・国や神奈川県が示す新たな気候変動対策や資源循環対策などの政策への対応、社会環境の変化に対応

した計画とする。
・現行計画の進捗状況を評価し、継続すべき施策・事業は引き続き継続し、見直し・改善が必要な施策・

事業については再検討する。
・「茅ヶ崎市 2050 年カーボンニュートラルに向けた脱炭素シナリオ」の内容を反映させ、令和 12（2030）

年度の温室効果ガス削減目標の見直しを行う。 

２ 主な社会状況の変化 

●世界・国・神奈川県
持続可能な開発のための
2030 アジェンダ 

令和 5（2023）年９月に採択された「SDG サミット政治宣言 2023」に 
おいて、SDGs 達成に向けて取り組みの加速化を確認。 

第六次環境基本計画 

令和 6（2024）年 5 月に閣議決定。「ウェルビーイング／高い生活の質」の
実現が最上位の目的に。経済社会の成⾧・発展を可能にする持続可能な社会
「循環共生型社会」（環境・生命文明社会）の構築を目指し、その基盤として
自然資本（環境）の維持・回復・充実や「環境価値」の活用を明文化。 

地球温暖化対策計画（県） 令和６（2024）年３月に全面改定。令和 12（2030）年度の温室効果ガス
削減目標は、平成 25（2013）年度比で 50％削減。各種支援策を強化。 

循環型社会づくり計画 令和６（2024）年３月に全面改定。基本理念に「廃棄物ゼロ社会」の実現。 

●気候変動

①グラスゴー気候合意
②グローバルストック

テイク（GST）

①令和 3（2021）年 11 月に 1.5℃目標を目指すこと、世界の二酸化炭素の
排出量を令和 12（2030）年までに平成 22（2010）年比で 45%削減し、 
今世紀半ば頃には実質ゼロにすることなどを合意。 
②令和 5（2023）年 12 月の世界全体の気候変動対策の進捗状況を 5 年ごと
に評価するもので、令和 7（2025）年までに温室効果ガス排出をピークアウ
トさせ、令和 12（2030）年までに 43％、令和 12（2035）年までに 60％
を排出削減、再エネ発電容量 3 倍、省エネ改善率２倍などが合意。 

地球温暖化対策計画（国） 

令和 3（2021）年 6 月に「令和 12（2030）年度に温室効果ガスの 46% 
削減（平成 25（2013）年度比）」を目標とした計画を策定。令和 7（2025）
年 2 月に見直しがされ、令和 17（2035）年度に 60%削減、令和 22（2040）
年度に 73%削減の目標も明示。 

●資源循環

第五次循環型社会形成 
推進基本計画 

令和 6（2024）年 8 月に閣議決定。気候変動や生物多様性保全といった環境
面に加え、産業競争力強化・経済安全保障・地方創生・質の高い暮らしの 
実現という様々な社会的課題を同時に解決する、循環経済（サーキュラー 
エコノミー）への移行に向けた国家戦略。

プラスチック資源循環 
促進法 

令和３（2021）年 6 月成立、翌年 4 月施行。市区町村によるプラスチック
使用製品廃棄物の分別収集・再商品化の仕組みが整備。 

●生物多様性

昆明・モントリオール 
生物多様性枠組 

令和 4（2022）年 12 月に採択された、愛知目標の後継となる新たな生物 
多様性の世界目標。2050 年ビジョン『自然と共生する世界』、2030 年ミッ
ション『自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させる
（ネイチャーポジティブ）ための緊急の行動をとる』。

生 物 多 様 性 国 家 戦 略
2023-2030 

令和 5（2023）年 3 月閣議決定。2030 年ネイチャーポジティブ（自然再興）
の実現に向け、生物多様性の損失と気候危機への対応、30by30 目標の達成
等の取り組みによる生態系の健全性の回復、自然資本を守り活かす社会経済
活動を推進する国家戦略。 

 

県 

国 

茅ヶ崎市環境基本計画 

環境基本計画 
生物多様性国家戦略 
循環型社会形成推進基本計画 
地球温暖化対策計画 
気候変動適応計画 など 

神奈川県環境基本計画 
かながわ生物多様性計画 
神奈川県循環型社会づくり計画 
神奈川県地球温暖化対策計画 
など 

茅ヶ崎市環境基本条例 茅ヶ崎市総合計画 

ちがさき 
都市マスタープラン 

＜分野別計画＞ 

茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略 
茅ヶ崎市一般廃棄物（ごみ・生活排水）処理基本計画 
茅ヶ崎市景観計画  など 

基本理念の実現 

勘案 整合 

整合 

整合 

整合 

整合 

茅ヶ崎市自治基本条例 環境基本法 
生物多様性基本法 
循環型社会形成推進基本法 
地球温暖化対策の推進に関する法律 
気候変動適応法 など 
国の関連法令、県の条例 

市 

地球温暖化対策実行計画
（区域施策編） 

 地域気候変動適応計画 
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３ 現行計画の中間（政策）評価と分野別の課題   
 

政策目標【対象分野】 現状と実績 主な見直し事項・検討課題 
政策目標１ 
自然と人が共生するまち【自然共生】 
基本方針(1) 
生物多様性の保全 
基本方針(2)  
みどりの保全 

• 「里山などの自然の緑」、「緑の豊かさ」、「水と親しめる場所」の満足度等は中間目標を  
達成。市民参加型施策や市民団体の保全活動、広報活動の効果と推測。 

• 自然環境評価調査による指標種確認は市民の協力を得て実施。 
• 小出川や駒寄川流域で特定外来生物ナガエツルノゲイトウ繁殖拡大。対策急務。 
• 保存樹林や保存樹木、生産緑地等減少で「緑地面積」は計画策定時より減少。 

• 市民団体との継続的な対話と、参加しやすい枠組みの再構築。 
• 「茅ヶ崎市まちづくり基金」活用検討。 
• ナガエツルノゲイトウ等外来種対策。 
• 緑化ガイドラインの策定。 
• 「みどりの基本計画」と整合を図り特別緑地保全地区の保全を実施。  
• まちなかのみどりや森林環境の保全について検討。 
• 地域計画を基に耕作放棄地未然防止対策。営農環境維持対策検討。 

政策目標 2 
良好な生活環境が保全されているまち 
【生活環境】 
基本方針(3) 
良好な生活環境の保全 
基本方針(4)  
快適な生活環境の形成 

• 大気汚染（光化学オキシダント）、河川の水質（BOD）は依然一部基準超過。工場等への  
立入調査や公共下水道への接続促進等実施も改善に向けた対策が必要。 

• 「周辺の静かさ」、「まちのきれいさ」、「まちなみの美しさ」の満足度は中間目標を達成。 
• 美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎、景観まちづくりアドバイザー派遣を実施。 
• 浄見寺周辺の歴史・文化交流エリア、駒寄川、市道 0121 号線（鉄砲道）の街路樹リニュ
ーアルを景観資源に指定。 

• 大気汚染や水質改善の広域連携による対策検討。 
• 合併処理浄化槽への転換、公共下水道接続促進等市の対策を継続実施。 
• 高齢化により自主的な清掃活動が困難。自治会等連携による活動強化。 
• 違反屋外広告物に対する指導強化検討。落書き対策。 
 

政策目標 3 
資源を大切にする循環型のまち【資源循環】 
基本方針(5)  
ごみの発生抑制・再使用・再生利用の推進 
基本方針(6)  
資源循環型まちづくりを目指した 
ごみ処理システムの構築 

• 令和 4 年（2022）度からのごみ有料化を契機に、ごみ排出量は政策指標期末目標値より 
大幅に減少。広報媒体での周知啓発、家庭用生ごみ処理機購入補助、不適正排出の啓発等
順調な排出量削減を実現。「最終処分率」と「リサイクル」の満足度は中間目標値未達も計
画策定時より向上。 

• 剪定枝を燃料とするバイオマス発電焼却灰を「草木灰」として市民に配布。 

• 排出抑制に向けた継続的な周知啓発。 
• 事業者の搬入物調査や適正分別指導。 
• 新たな循環型システムの構築の検討。 
• 「製品プラスチック」分別回収を実施予定。プラスチックリサイクル促進。 
• 市民満足度向上のため、周知や参加型リサイクルイベントを展開し、活動
の「見える化」を推進。 

• 不法投棄に対する警察との連携強化等追加対策実施。 

政策目標 4 
気候変動に対応できるまち【気候変動】 
基本方針(7)  
気候変動緩和策の推進 
基本方針(8)  
気候変動適応策の推進 

• エネルギー消費量、温室効果ガス排出量の削減は、現状の削減推移から中間目標達成見込
みも期末目標未達が推察。再エネ設備容量は中間、期末目標達成見込み。高効率照明や  
省エネ家電購入実践率は向上も、全体の省エネ行動実施率は計画策定時より変化なし。 

• 適応策は、マイ・タイムラインが作成できるガイドブック配布、炎天下かけこみスポット
設置等実施。ハザードマップでの災害リスク確認は微増、熱中症対策は「ある程度行って
いる」を含めて約 9 割が実施。 

• 脱炭素シナリオに基づき温室効果ガス削減目標を「令和 12（2030）年度
までに 46％削減」へ上方修正。現状の進捗状況から取り組みの加速化が急
務。 

• 行動変容と数値的削減効果を両立。脱炭素ライフスタイルへの転換を促す
削減効果の見える化。課題となる再エネ・省エネ導入初期コストは、国・
県の支援策を活用。行動変容を後押し。 

• 熱中症予防の情報発信方策の検討。 
政策目標 5 
環境に配慮した行動を実践するまち 
【環境保全活動】 
基本方針(9) 
環境教育・環境学習の充実 
基本方針(10)  
環境活動の促進 

• 「環境学習」、「環境活動」の機会の中間目標未達。広報や参加のしやすさ等市民ニーズに
応えられていない可能性。 

• 「省エネ・地球温暖化対策」実践率は中間目標未達。一方、資源ごみ分別やごみ減量化の
実践率は期末目標達成。ごみ有料化を契機に行動変容が進展。 

• 「市民活動団体等連携協働件数」は、コロナ禍で減少した後も回復が不十分。 

• 環境学習、環境活動の機会創出のための効果的な広報と対象層拡充、オン 
ライン等機会の多様化を実施。 

• 広報手段の工夫、デジタルツールに不慣れな市民へのサポート、企業連携
による景品提供等参加者増加の工夫。 

• 市民団体との連絡や調整等連携を強化。クラウドファンディングや他機関
の助成金に関する情報提供等支援。 
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４ 中間見直しのポイント 

【主な見直しポイント】 
・指標の見直し:政策指標、施策指標について、定点的に観測可能な指標に見直しを行うとともに、それ

ぞれの施策に対応する指標の再検討を実施。 
・温室効果ガス削減対策の強化:現状では、現行計画の令和 12(2030)年度目標である平成 25(2013)年

度比 26%削減の達成が困難。更に、国等と整合する 46%以上の削減目標引き上げに伴い、目標達成
に向けた対策強化が必須。 

・分野横断的な取り組みの明確化:環境政策は、気候変動対策、資源循環、自然共生、行動変容など様々
な分野の取り組みが横断的に関連し、その効果を発揮するため関連する分野がわかるよう計画に明示。 

・市民・事業者に伝わりやすい計画へ:市民・事業者の行動の目安となるよう、それぞれの主体の分野別
の取り組み例を提示。また、何を実施するかが最初に目に入るよう、伝わりやすい計画として構成。 

【国内外動向を踏まえた新たに追加する視点】 
・ウェルビーイングの実現:環境の質が「ウェルビーイング／高い生活の質」と「新たな成⾧」の実現に

つながることから、環境の質の向上＝生活の質の向上の視点を盛り込む。 
・ネイチャーポジティブ・サーキュラーエコノミー移行の視点:令和 12（2030）年度の政策目標に豊か

な茅ヶ崎市の自然環境を、自然資本として守り活かし、回復させるネイチャーポジティブの視点と  
ストック（既存の資源）を有効活用する循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行の視点を盛り込
む。 

 
５ 温室効果ガス削減目標・脱炭素シナリオ 

・令和 12（2030）年度に基準年度比 46％削減の新たな目標を設定。目標達成のためのシナリオとして、
現状すう勢（現状の対策を継続）で 139 千 t-CO2 削減、電力排出係数が現状値（令和４（2022）年度）
0.457kg-CO2/kWh から国の目標 0.250kg-CO2/kWh に改善されることで 179 千 t-CO2 削減、市の対
策強化で約 260 千 t-CO2 削減を見込む。カーボンニュートラルの道筋として、国の令和 17（2035）年
度目標を参考目標として示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 計画の推進主体 
・本計画の推進主体は、市民、事業者、市の三者。公平な役割分担の下に各々がその役割に応じ、環境に

配慮した行動を実践する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 将来像を達成するための目標・取り組み・指標等の考え方 
・市民・事業者・市の役割に応じた具体的な取り組み内容を、将来像を達成するための取り組みとして  

位置づけ。 
●将来像を達成するための目標・取り組み・指標等の考え方● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●削減目標と脱炭素シナリオ● 

※算定マニュアルの見直しに伴い排出量の遡及修正を実施したため、現行計画策定時の基準年度値と異なる。 
※四捨五入により、合計値が合わないものがある。 
※算定に必要な統計情報の公表時期により、本計画における最新値は令和 4（2022）年度【暫定値】となる。 
 

• 自らが取り組みの主体であ
ることを自覚し、取り組み
を推進するための活動に 
参画します。 

• 日常生活の中での環境配慮
に積極的に取り組むととも
に、市や事業者との連携・ 
協力による環境施策の推進
に主体的に参加・協力しま
す。 

• 事業活動を行うにあたり、
地域社会との調和を図るよ
うに努めます。 

• 事業活動の中での環境配慮
に積極的に取り組むととも
に、事業活動そのものを 
環境負荷低減型へと移行し
ていくよう取り組みます。 

• 市民や市との連携・協力に
よる環境施策の推進に主体
的に参加・協力します。 

 

• 環境配慮に積極的に取り 
組むとともに、本計画に 
示す施策の着実な推進及び
計画の進行管理を行いま
す。 

• 市民や事業者との連携・ 
協力による環境施策の推進
に必要となる仕組みづくり
等の基盤整備を行います。 
 

※１ 政策指標（KGI）:Key Goal Indicator  最終目標が達成されているかを計測するための指標 
※２ 施策指標（KPI）:Key Performance Indicator  最終目標を達成するための過程を計測する中間指標 
 

茅ヶ崎市民 1 人あたり 
約１ｔ- CO₂の削減 

（日本人１人あたりの年間 
排出量は 7.8ｔ- CO₂）*1 

*1 全国地球温暖化防止活動推進センターの HP より 

将来像実現に向け 
分野ごとに目指す 

令和 12(2030)年度 
のイメージ 

分野ごとの 
令和 12(2030)年度の 

イメージの実現度合いを
測る指標 

政策目標達成に向けた 
取り組みの方向性を 

示したもの 
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8 中間見直しに伴う計画の施策体系と施策の方向性 
 
 
 
 

 

 

 
すべての取り組みにより関連する SDGs とウェルビーイングの実現を目指す 


